
平成２３年度コンサルタント業務の手続き等の改訂について

【本資料は改訂の基本的な内容を示した資料であり、個別の業務に関しては必ず入札公告文・入札説明書等を確認願います。】

資料－１

平成２３年４月１４日

中部地方整備局

【対象：土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務、測量業務、地質調査業務、補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務】

事業者説明会



○平成２３年度コンサルタント業務等のガイドライン改訂

○平成２３年度テクリス登録について

○平成２３年度発注者支援業務等の成績評定要領の改訂

○新たな積算基準について

○設計成果の品質向上に向けた取り組みについて
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平成２３年度コンサルタント業務等ガイドラインの改訂方針について

１．技術力による競争環境の整備（総合評価落札方式）

◎技術提案部分の配点割合を増し、技術力による競争を促進する。

１：２、１：３ 有り 有り

Ⅰ．改訂基本方針

１．技術力による競争環境の整備

２．更なる品質確保対策の導入
３．入札契約手続きの改訂

比 率 特定ﾃｰﾏ ﾋｱﾘﾝｸﾞ
基本（企業） 基本（技術者） 実施方針 実施体制 特定テーマ ヒアリング

１：１、１：２ 無し 無し
１５（２５％）

６（１０％）

１５（２５％）

９（１５％）

２０（３３％） １０（１７％）

２５（４２％） ２０（３３％）

現行

改訂

１：１、１：２ 有り 無し
１５（２５％） １５（２５％） １０（１6％） １０（１７％） １０（１７％）現行

６（１０％） ９（１５％） １５（２５％） １０（１７％） ２０（３３％）改訂

50%

75%

75%

50%

９（１５％） １０（１6％） １０（１７％） １０（１７％） １2（20％）９（１５％）

70%

5（8％） 7（12％） １０（１6％） １０（１７％） １3（22％） １５（２５％）

80%

技術力比率

現行

改訂 ２
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総合評価落札方式：評価点イメージ

３

１：２、１：３ １：３

技術対話型

テーマ無し テーマ有り

基本事項評価 業務実績 同種 1 1 1 1 5
（企業） 類似 0 0 0 0 0

業務成績 中部地整平均75点以上 3 3 3 3
中部地整平均70～75点 2 2 2 2
中部地整平均60～70点、他機関での４年以内の同種・類似 1 1 1 1
中部地整平均60点未満、他機関での４年以内の同種・類似なし 0 0 0 0

企業信頼度 中部地整の実績 3
（優良表彰の有無） 中部地整以外の全国レベル 1

無し 0
業務拠点 ○○ 1～2 2 2 1

◇◇ 1 1 1
△△ 0 0 0 0

地域での活動経験 ○○ 2
◇◇ 1
△△ 0

企業信頼度 該当無し 0 0 0 0 0
（指名停止等の措置） 該当有り -5 -5 -5 -5 -5
合計 合計 6 6 5 5

基本事項評価 業務実績 同種 1～10 2 2 1 10
(技術者） 類似 0 0 0 0 0

業務成績 中部地整平均75点以上 3～4 4 4 3
中部地整平均70～75点 2 2 2 2
中部地整平均60～70点、他機関での４年以内の同種・類似 1 1 1 1
中部地整平均60点未満、他機関での４年以内の同種・類似なし 0 0 0 0

技術者信頼度 中部地整の実績 3 3 3 3
（優良表彰の有無） 中部地整以外の全国レベル 1 1 1 1

無し 0 0 0 0
地域精通度 ○○ 3

◇◇ 1
△△ 0

手持ち業務量 ○○ 3～5
△△ 0

合計 合計 9 9 7 10
技術提案書評価 実施方針 25 15 10 10

業務実施体制 20 10 10 10
特定テーマ１ 20 10 10
特定テーマ２
合計 45 45 30 30

ヒアリング 技術者としての基本的な技術力 － － 8 5
技術提案書の内容に関する知識 － － 10 10
合計 0 0 18 15

総合計 60 60 60 60

10

10～25
10～20
10～20
10～20

5～8

１：１、１：２

ヒアリング無し ヒアリング
有り

配点イメージ



１．管理技術者等の手持ち業務量を制限（４億１０件→２億５件）

２．増員担当技術者の配置

①管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者。

②管理技術者と同等の技術者資格を有する者。

③過去４年以内の同種業務で業務成績７５点以上の管理技術

 
者の経験者かつ過去４年間の技術者成績の平均点が７５点以

 
上である者。

３．品質証明書の提出
・代表者と受任者の連名による直筆署名）地整HPにて公表

 
「代表者」（本社代表取締役社長等）及び「受任者」（○○支店長等）の２名

４．再委託の上限を規定

・再委託額は業務委託料の1/3以内に限定）

５．打合せの厳格化

・全打合せに管理技術者及び増員技術者の出席を義務化

６．履行確認の厳格化

・主任調査員が進捗確認、遅延の場合は成績を減点

平成２３年度コンサルタント業務等ガイドラインの改訂方針について

２．更なる品質確保対策の導入

（１）低入札受注者の義務のうち「増員担当技術者」

旧 新

①管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務及び

 
類似業務ともに同一件数以上の実績を有する者。

②管理技術者の保有している全ての資格（分野及び部門ともに）を

 
有している者。

③過去４年以内の同種業務で業務成績※７７点以上の管理技術者

 
の経験者かつ過去４年間の同種業務の技術者成績（照査技術者と

 
しての成績は除く）の平均点が※７７点以上である者。

１．管理技術者等の手持ち業務量制限

 

変更無し

２．増員担当技術者の配置

 

変更有り

３．品質証明書の提出
４．再委託の上限を規定
５．打合せの厳格化
６．履行確認の厳格化

変更なし

管理技術者

 

同種１０件

 

類似５件
増員担当技術者

 

同種９件

 

類似４件
ＯＵＴ

管理技術者

 

技術士(建設部門道路）
増員担当技術者

 

技術士(建設部門河川）

 

一級土木施工管理技士
ＯＵＴ

※補償コンは７５点

４



29件

5件

36件
15件

0%

20%
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100%

非低入者 低入者

成績平均点以下 成績平均点以上

（44.6％）

（55.4％）

（75.0％）

（25.0％）

平成２３年度コンサルタント業務等ガイドラインの改訂方針について

◎５百万以上（手持ち業務の対象）の業務に品質確保対策（低入札受注者の義務）を導入。

（２）品質確保対策の拡大（ﾌﾟﾛﾎﾟを除く全ての契約方式）

○１千万円以下の業務は、品質確保対策が未導入。（※調査基準価格が未設定）

○総合評価方式においても、価格競争が発生し平均落札率も低い。（１千万以上と比べ－１２％）

○落札率が低い者は、業務成績の平均点を下回る者の比率が高い。（非低入者と比べ２０％増）
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予定価格（百万円）

落
札

率

７４．３％ ８５．９％
平均落札率

（Ｈ２２年１２月末データ）

総合評価落札方式

落札者

平均調査基準価格

 
（７５．１％）

成績平均点以上以下の比率

（１千万円以下：総合評価落札方式Ｈ２１業務実績より）

※調査基準価格： 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準」として、この価格を下回った場合には調査を

 
行うこととしている価格のこと

 

財務省協議で１千万円以上を対象としている。

１０

５



○新たに、予定価格５百万円以上１千万円以内の業務について、「品質確保基準価格」を設定。

○「品質確保基準価格」を下回った場合、低入受注者への義務付けを適用。

○総合評価落札方式は上記に加え履行確実性の審査を実施。

※「品質確保基準価格」は調査基準価格の算出方法に準じて算出。

低入受注者義務確認

履行確実性審査 履行確実性審査

技術点再付与 技術点再付与

調査基準価格

落札予定者確定

低入調査

落札者決定

落札予定者確定

落札者決定

５百万以上１千万以下

低入調査

落札者決定落札者決定

品質確保基準価格

予定価格 １千万超える

低入受注者義務確認

５百万以上１千万以下 １千万超える

品質確保基準価格 調査基準価格

低入受注者義務確認

総合評価落札方式 価格競争方式

低入受注者義務確認

新たな品質確保対策

現行の品質確保対策

平成２３年度コンサルタント業務等ガイドラインの改訂方針について

６

（３）品質確保対策拡大の概要

 
「品質確保基準価格の設定」



参考資料
資料
平均点
○点

競争参加
確認資料

同時に提出
発注担当部局

平成２３年度コンサルタント業務等ガイドラインの改訂方針について

３．入札契約手続きの改訂（総合評価・公募指名）

＜業務成績＞過去４年間、中部地方整備局発注業務で、入札説明書に記載されたテクリス業務分野に該当する業務成績の平均点。

○競争参加資格確認資料の提出時に業務成績点及び内訳を提出。（企業・配置予定管理技術者）

改訂内容

企業成績の

業務成績

技術者の

業務成績

＋

＋

一覧表

 

○○コンサルタント(株)

業務名

 

成績

平成○○年度◇◇業務

 

７５
平成○○年度◇◇業務

 

８０

業務分野

 

◇◇◇

・・・

 

・・・

 

・・・

～

一覧表

 

○○コンサルタント(株)

配置予定管理技術者

 

技術太郎

業務名

 

成績

平成○○年度◇◇業務

 

７５
平成○○年度◇◇業務

 

８０

業務分野

 

◇◇◇

・・・

 

・・・

 

・・・

～

【様式の例】

７



Ｈ２３業務におけるＴＥＣＲＩＳへの技術者登録について

設計共同体の場合

一般業務 管理技術者 担当技術者１ 担当技術者２ 担当技術者３

発注者支援業務等 管理技術者 担当技術者１ ～ 担当技術者９

単体企業の場合

●一般業務（地質・測量含む）は、担当技術者の登録人数は３名まで

●発注者支援業務等は、担当技術者の登録人数はＴＥＣＲＩＳ最大登録人数の９名まで

●一般業務（地質・測量含む）は、代表者、構成員毎に担当技術者の登録人数は３名まで

●発注者支援業務等は、代表者、構成員毎に担当技術者の登録人数はＴＥＣＲＩＳ最大登録人数の９名まで

※照査技術者は、仕様書で定められている場合に限り、別途、照査技術者１名を登録する。

※発注者支援業務等とは、発注者支援業務、公物管理補助業務、用地補償総合技術業務、事業計画業務をいう。

発注者支援業務等 代表者 担当技術者１ ～ 担当技術者９

構成員１ 担当技術者１ ～ 担当技術者９

構成員２ 担当技術者１ ～ 担当技術者９

構成員○ 担当技術者１ ～ 担当技術者９

管理技術者

平成２３年４月１日以降に契約する業務に適用

代表者一般業務 管理技術者

構成員

担当技術者１ 担当技術者２ 担当技術者３

担当技術者１ 担当技術者２ 担当技術者３

（仕様書に定められておらず、技術提案で照査技術者を提案された場合は登録できません。）

１／２

８



Ｈ２３業務におけるＴＥＣＲＩＳへの技術者登録について

発注者支援業務等

発注者支援業務

• 積算技術業務

• 技術審査業務

• 工事監督支援業務

公物管理補助業務

• 河川巡視支援業務

• 河川許認可審査支援業務

• ダム管理支援業務

• 堰・排水機場等管理支援業務

• 道路許認可審査・適正化指導業務

（道路管理事務業務・特殊車両事務業務）
その他業務

• 事業計画業務

発注者支援業務等とは、以下に示した発注者支援業務、公物管

 理補助業務、用地補償総合技術業務、その他業務をいう。

２／２

用地補償総合技術業務

• 用地補償総合技術業務

９



２．評価項目毎の重み
設計実施

成果

とりまとめ

発注者支援業務成績評定要領の改訂（１）

１．改訂のポイント

１．取組姿勢に関する評価ウェイトの見直し

２．担当技術者の評価項目の見直し

３．総括調査員・主任調査員・完了検査官の配点の相対的なウェイトの見直し

４．取組姿勢に関する評価など総括調査員の評価を追加

評価項目 

工事監督支援業務等 積算技術業務等 

業務 
評定 

技術者評定
業務
評定

技術者評定

管理 担当 管理 担当

専 門 
技術力 

目的と内容の理解 6 6 6 6 6 6 

的確な履行 36 36 36 24 24 24 

業務目的の達成度 18 18 18 30 30 30 

管 理 
技術力 

業務実施体制 
の的確性 

12 12 － 12 12 － 

打ち合わせ 
の理解度 

6 6 － 6 6 － 

指揮系統の迅速性、
確実性 

14 14 － 14 14 － 

取組 
姿勢 

責任感,積極性、発
注者側の視点 

8 8 8 8 8 8 

合 計 100 100 68 100 100 68 

 

評価項目 

工事管理業務等 積算技術業務等 

業務
評定

技術者評定
業務
評定

技術者評定

管理 担当 管理 担当

専 門 
技術力 

目的と内容の理解 6 6 6 6 6 6 

的確な履行 36 36 36 24 24 24 

業務目的の達成度 18 18 18 30 30 30 

管 理 
技術力 

業務実施体制 
の的確性 

14 14 14 14 14 14 

打ち合わせ 
の理解度 

7 7 7 7 7 7 

指揮系統の迅速性、
確実性 

14 14 14 14 14 14 

取組 
姿勢 

責任感,積極性、倫
理観 

5 5 5 5 5 5 

合 計 100 100 100 100 100 100

 

改正 現行

取組姿勢のウェイトの見直し

取組姿勢のウェイト５→８

担当技術者の評価項目の見直し

「管理技術力」を評価項目から削除
１ ２

平成２３年４月１日以降に契約を締結する委託業務等について適用

１０



発注者支援業務成績評定要領の改訂（２）

３．各調査員・配点ウェイトの変更

取組姿勢に関する評価など総

 
括調査員の評価を追加

総括調査員・主任調査員・完了検査官の配点

 
の相対的なウェイトの見直し

改正 現行

３ ４

業務等成績評定要領〔H23.3.28〕については、

 http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku.htmlを参照下さい

１１
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設計業務積算基準における新たな積算手法の導入について

○従来の積算手法に関する課題

①積算基準と企業会計が乖離しているため、積算基準の検証が困難

・技術経費は企業会計上存在しない費目

 ・企業会計では、原価と販管費に仕分けしているが、積算基準では原価の一部である直接

 人件費とその他諸経費に仕分けしている

②諸経費の算定方法が誤解を生みやすい

・諸経費は直接人件費に対する率で計上することとなっているが、企業会計でいう経費と

は異なる概念であるため、対外的に誤解を受けやすい

○従来の積算手法に関する課題

①積算基準と企業会計が乖離しているため、積算基準の検証が困難

・技術経費は企業会計上存在しない費目

 ・企業会計では、原価と販管費に仕分けしているが、積算基準では原価の一部である直接

人件費とその他諸経費に仕分けしている

②諸経費の算定方法が誤解を生みやすい

・諸経費は直接人件費に対する率で計上することとなっているが、企業会計でいう経費と

は異なる概念であるため、対外的に誤解を受けやすい

企業会計の概念との整合を図るため、「原価」と「一般管理費等」の二大区分による
新たな積算手法新たな積算手法を導入する。

平成２２年度には、「すべて見積りで積算を行う業務」、道路詳細設計（A）、標準護岸詳細

 設計について、試行を実施

平成２３年度より、技術経費を用いて積算する業務すべてに導入 １２



【各費目の算出方法】

（直接人件費）

 

＝（歩掛）×（技術者単価）

（直接経費）

 

→

 

積み上げ計上

（諸経費）

 

＝（直接人件費）×（諸経費率１２０％

（技術経費）

 

＝｛（直接人件費）＋（諸経費）｝×２０～４０％

【旧】「設計業務」積算基準における積算体系

業務委託料 業務価格

消費税相当額

直接業務費

業務管理費

直接経費

直接人件費

諸経費

一般管理費等

○「設計業務」積算基準における業務委託料の構成

間接業務費

技術経費

１３



新たな積算手法における積算体系

業
務
委
託
料

業
務
価
格

消
費
税
相
当
額

業
務
原
価

直
接
原
価

間
接
原
価

直
接
人
件
費

直
接
経
費

一
般
管
理
費
等

そ
の
他
原
価

積上計上分
（旅費交通費、電子成

 
果品作成費など）

率
計
上
分

○新たな積算手法における業務委託料の構成

１４



新たな積算手法における積算方法

①直接人件費

 

：

 

歩掛×技術者単価により算定

②直接経費（積上計上）

 

：

 

直接経費のうち、旅費交通費などを積上計上

③その他原価

 

：

 

③＝①×α／（１－α）

 ※

 

α：原価（直接経費（積上計上）を除く）に占めるその他原価の割合

 

＝

 

３５％

④一般管理費等

 

：

 

④＝（①+②+③）×β／（１－β）

 ※

 

β：業務価格に占める一般管理費等の割合

 

＝

 

３０％

④一般管理費

 等

β

②
直接経

 費(積
 上計

 上)

①直接人件費

③その他原

 価

α

一般管理費等原 価

○新たな積算手法における各費目の積算方法

業 務 価 格 １５



●従来積算の費目構成

●新たな積算手法で用いる費目構成

技術経費

＋

＜現行の積算手法＞
直接人件費及び直接経費を積上げ計上し、諸経費（直接人件費の

 
120%）と技術経費（技術的難易度に応じて設定）を加える。

④一般管理費等

β

②
直

 接

 経

 費

 (積上

 
計上)

①直接人件費

 （新たな歩掛を使用）

③その他
原価

α

直接

 
経費

 
(積上

 
計上)

直接人件費

 （歩掛を使用）
諸経費

（直接人件費×120％）

技術経

 費
直接人件費＋諸

 

経費）×２０～４

 

０％

業務価格（予

 定価格）は、

 ほぼ同じ

＜改正におけるポイント＞
○技術経費は各費目に振り替わっており、この改正による業務価格の

変化は、ほぼ生じない。

※直接人件費が技術経費の相当分増加。

新旧の積算手法の比較

１６



これまで「技術経費」を用いて積算を行っていた業務

については、新たな積算手法に改正。

「新たな積算手法」の対象工種

例えば、

・測量業務
測量調査費

・地質調査業務
解析等調査業務、弾性波探査業務、軟弱地盤技術解析、地すべり調査

・設計業務
全工種

・調査、計画業務
「技術経費」を用いて積算を行っていたもの

１７



調査基準価格の改定

新たな積算手法の導入により、積算体系が変わることに対応し、低入札価格調査基

 準価格についても、費目・比率等を改定する。

現在の調査基準価格現在の調査基準価格

新たな積算手法における調査基準価格新たな積算手法における調査基準価格

積算項目 調査基準価格の割合

直接人件費 １００％

直接経費（積上計上） １００％

その他原価 ９０％

一般管理費等 ３０％

積算項目 調査基準価格の割合

直接人件費 １００％

直接経費 １００％

技術経費 ６０％

諸経費 ６０％

19１８



7件

7件

15件

17件

8件

11件

3件

4件 5件

8件

6件

4件

1件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発注者

受注者

適正工期設定 合同現地調査 設計審査会 現場監督等参画

進捗状況共有 コンサル内部の取組 パッケージ ない

設計成果の品質向上に向けた取組み

⇒試行業務：22事務所、60業務

 

うち20業務は改善策を一連のパッケージとして実施。

○Ｈ２２は、業務の発注～完成までの各プロセス毎に多様な改善策を試行。

○Ｈ２１より建コン協中部支部と連携し品質向上に向けた取組みを開始。

⇒エラーや不備の要因等を分析し、改善策を実施。（事務所副所長＆管理技術者）

（工事品質調整官・代表副所長・各部補佐／建コン副支部長、各部部会長）設計成果品質向上検討会

○改善策に関し、アンケートを実施し有効性を確認。（受発注者）
⇒アンケート結果：全ての改善策に関し「品質向上への有効性を確認」

問：もっとも有効な改善策は何ですか。

１．取り組み経緯

H23.2.18建通新聞中部

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

① ②

③

④ ⑤

⑥

⑦

１９



ＰＯＩＮＴ⇒プロセスで品質を作り込む３．運用の概要

発注

 
準備

設計条件

確認

設計基本

方針確認
設計実施

成果

とりまとめ

①適正工期設定

②合同現地調査

③設計審査会

④現場監督員の参画

⑤業務進捗状況共有

原則実施 必要に応じ実施作業＋照査を充分考慮し工期を設定

現地の多様な情報を関係者が共有し設計に反映

主要な部分に副所長・関係課が参加し方針を決定

工事の主任監督員がｱﾄﾞﾊﾞｲｽを実施（施工面・管理面）

受発注者が共通シートで工程・作業状況等を共有

設計業務の主なプロセス

設計成果の品質向上に向けた取組み

◆適用

平成23年4月以降に入札手続きを開始

 
する設計業務等

２．平成２３年度

 
全事務所で運用開始

○原則全ての設計業務にて改善策の運用を開始。（H23.3.10全事務所等宛に事務連絡発出）

⇒業務の内容に応じて以下の①～⑤の取り組みを実施するものとする。

⇒適正工期の設定は原則として全ての業務において確保に努められたい。

⇒②⑤は特記仕様書に明記、②③は積算上費用を計上すること。

○平成２３年度の運用状況を把握しつつ成果品の品質向上に向け各種検討を継続。
２０
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（別紙） 

委託業務等成績評定要領 

 

（目的） 

第１ この要領は、地方整備局の所掌する委託業務等の成績評定（以下「評定」と

いう。）に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって建設

コンサルタント等並びに技術者の適正な選定及び指導育成に資することを目

的とする。 

 

（評定の対象） 

第２ この要領において評定の対象となる委託業務等（以下「委託業務等」という。）

は、次の各号に掲げる業務をいう。 

一 地質・土質調査共通仕様書（平成 20 年 3 月 28 日国官技第 313 号）（以下「地

質共通仕様書」という。）に定める地質調査業務、及び別に定める基準に従い

定められる単純調査業務（以下「単純調査業務」という。） 

二 測量業務共通仕様書（平成 20 年 3 月 28 日国官技第 312 号）（以下「測量共

通仕様書」という。）に定める測量業務 

三 設計業務等共通仕様書（平成 20 年 8 月 29 日国官技第 106 号）及び電気通信

施設設計業務共通仕様書（平成 20 年 8 月 27 日国技電第 15 号）（以下「設計共

通仕様書」という。）に定める調査業務及び計画業務 

四 設計共通仕様書に定める設計業務 

五 発注者支援業務共通仕様書（平成 20 年 3 月 24 日国官技第 299 号）に定める

発注者支援業務 

六 その他別に定める基準に従い定められる公物管理補助業務及び行政事務補

助業務 

２ 評定は、原則として 1 件の契約金額が 100 万円を超える委託業務等について

2



行うものとする。 

 

（評定者） 

第３ 委託業務等の評定者（以下「評定者」という。）は、次に掲げる完了検査官、

総括監督（調査）員及び主任監督（調査）員をいう。 

２ 完了検査官とは次の各号に掲げるものをいう。 

一 支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官が契約した委

託業務等にあっては、当該技術検査を厳正かつ的確に行うことができると認め

られる者（以下「技術検査適任者」という。）のうちから、その都度、地方整

備局長（以下「局長」という。）が命ずるもの。 

二 分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官（以下「分任官」という。）が

契約した委託業務等にあっては、当該委託業務等を所掌する地方整備局の事務

所の長若しくは地方整備局の出張所の長（以下「事務所長等」という。）等が

技術検査適任者のうちから、その都度、命ずるもの。 

３ 総括監督（調査）員、主任監督（調査）員とは次の各号に掲げるものをいう。 

一 地質共通仕様書第 101 条に定める委託業務等にあっては、地質共通仕様書第

102 条に定める総括監督員及び主任監督員（以下「総括監督員等」という。）

をいう。 

二 測量共通仕様書第 101 条に定める測量作業にあっては、測量共通仕様書第

102 条に定める総括監督員及び主任監督員（以下「総括監督員等」という。）

をいう。 

三 設計共通仕様書第 1204 条、第 1205 条及び第 1206 条に定める委託業務等に

あっては、設計共通仕様書第 1102 条に定める総括調査員及び主任調査員（以

下「総括調査員等」という。）をいう。 

四 発注者支援業務共通仕様書第 1001 条に定める発注者支援業務にあっては、

発注者支援業務共通仕様書第 1002 条に定める総括調査員及び主任調査員（以

下「総括調査員等」という。）をいう。 

3



五 公物管理補助業務及び行政事務補助業務にあっては、各契約図書に規定され

た総括監督（調査）員、主任監督（調査）員をいう。 

 

（評定の方法） 

第４ 評定は、委託業務等ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものと

する。 

２ 評定の結果は、第２一から四に規定する業務にあっては別記様式第１－①、

第２五、六に規定する業務にあっては別記様式第１－②の委託業務等成績評定

表（以下「評定表」という。）に記録するものとする。 

 

（評定の時期） 

第５ 完了検査官である委託業務等の評定者は完了検査を実施したとき、総括監督

員等又は総括調査員等である委託業務等の評定者は委託業務等が完了したと

き、それぞれ評定するものとする。 

 

（評定表の提出等） 

第６ 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、評定表を支出負担行為担当官若

しくは契約担当官又はこれらの代理官の契約した委託業務等については局長

に、分任官の契約した委託業務等については、当該委託業務等を担当する事務

所長（以下「事務所長」という。）に提出するものとする。 

 ２ 事務所長は、分任官の契約した委託業務等について、速やかに局長に報告す

るものとする。 

 

（評定の結果の通知） 

第７ 局長（分任官の契約した委託業務等については事務所長）は、評定者から評

定表の提出があったときは、遅滞なく、当該委託業務等の受注者に対して、評

定の結果を、別記様式第２により通知するものとする。 
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なお、別記様式第２に記載のある別表について、第２一から四に規定する業

務にあっては別表①、第２五、六に規定する業務にあっては別表②の項目別評

点表に記録するものとする。 

    

（評定の修正） 

第８ 局長（分任官の契約した委託業務等については事務所長）は、第７の通知を

した後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければ

ならない。 

２ 局長（分任官の契約した委託業務等については事務所長）は、前項の修正を

行ったときは、遅滞なく、その結果を当該委託業務等の受注者に通知するもの

とする。 

 

（説明請求等） 

第９ 第７又は第８による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14 日

（「休日」を含む。）以内に書面により、局長（分任官の契約した委託業務等に

ついては事務所長）に対して評定点の内容について説明を求めることができる。 

 ２ 前項の書面の提出先は、地方整備局技術調整管理官又は工事品質調整官（分

任官の契約した委託業務等については、当該委託業務等を担当する事務所の技

官である副所長）とする。 

 ３ 局長（分任官の契約した委託業務等については事務所長）は、評定点の通知

を受けた受注者から評定点についての説明を求められた場合、速やかに別記様

式第３により回答するものとする。 

 ４ 局長（分任官の契約した委託業務等については事務所長）は、前項の回答を

する場合、委託業務等成績評定評価委員会に意見を求めることができる。 

 ５ 前項の委託業務等成績評定評価委員会は、「請負工事成績評定要領の運用に

ついて」（平成１３年３月３０日付け国官技第９３号。以下、「工事成績評定要

領」という。）に基づき設置された工事成績評定評価委員会と兼ねることがで
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きるものとする。 

 ６ 局長（分任官の契約した委託業務等については事務所長）は、説明の申立者

に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧

による方法により速やかに公表するものとする。 

 

（再説明請求等） 

第 10 第９の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して１４日

（「休日」を含む。）以内に、書面により、局長に対して、再説明を求めること

ができる。 

 ２ 前項の書面の提出先は、地方整備局技術調整管理官又は工事品質調整官とす

る。 

 ３ 局長は、第９の説明に係る回答を受けた受注者から再説明を求められた場合、

別記様式第４により回答するものとする。 

 ４ 局長は、前項の回答をする場合、地方整備局委託業務等成績評定審査委員会

の審議を経てから回答するものとする。 

 ５ 前項の地方整備局委託業務等成績評定審査委員会は、工事成績評定要領に基

づき設置された地方整備局工事成績評定審査委員会と兼ねることができるも

のとする。 

 ６ 局長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した

書面及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。 

 

（附 則） 

   この要領は、平成２３年４月１日以降に契約を締結する委託業務等について

適用する。 
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別記様式第1－①

年 月

年 月 年 月 日 年 月 年 月 日

平成

平成

日

日

日～平成

月

月

契 約 相 手 方 住 所 氏 名

委 託 業 務 等 名

契　 約 　金 　額

　①小計　（注４）

専門技術力

管理技術力

担 当 技 術 者 氏 名 ②

担 当 技 術 者 氏 名 ③

総 括 監 督 （ 調 査 ） 員 所 属 ・ 氏 名

主 任 監 督 （ 調 査 ） 員 所 属 ・ 氏 名

現 場 代 理 人 氏 名

主 任 技 術 者 氏 名

担 当 技 術 者 氏 名 ①

管 理 技 術 者 氏 名

照 査 技 術 者 氏 名

完 了 年 月 日

完 了 検 査 年 月 日

日～平成履 　行 　期 　間

年

年

完 了 検 査 官 所 属 ・ 氏 名

施工時への
配慮（注３）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

取組姿勢

迅速性、弾力性、調整能力

説明力、協調性
プレゼンテーション力

責任感、積極性、倫理観

コスト把握能力（注３）

工程管理能力

品質管理能力

提案力、改善力

業務執行技術力

概略設計
予備設計

詳細設計

――

成　果　品　の　品　質

　③事故等による減点

　④瑕疵修補又は損害賠償による減点

　総合評定点＝①＋②＋③＋④＋⑤

　②業務執行上に係る過失に伴う減点

――

――

――

――

――

――

主任監
督員等
評定点

総括監
督員等
評定点

完了
検査官
評定点

――

技術者評定

照査技術者担当技術者
管理技術者
主任技術者

（注２）

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

　　　２．測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。

委 託 業 務 等 成 績 評 定 表

事務所名：

平成

評　価　項　目

　当初：￥ 　最終：￥

当初：平成 最終：平成

印

印

印

　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

――

――

――

――

――

　　　３．「施工時への配慮」及び「コスト把握能力」は、設計業務のみ評定の対象とする。

　注）１．各評価項目の評定点は、小数第二位を四捨五入して表示している。

　　　４．①小計は、小数第一位を四捨五入し整数とする。

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

――

業務評定
（注１）

――

日

7



別記様式第１－②　

－ － / /

－ － / /

－ / /

－ /

－ － /

－ /

－ / /

/ /

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

委 託 業 務 等 成 績 評 定 表
平成　　年　　月　　日

事務所名　

委 託 業 務 等 名

契　 約　 金　 額 当初：￥　,   ,   - 最終：￥  ,   ,   -

履　 行　 期　 間 当初：平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日 最終：平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

完　了　年　月　日 平成　　年　　月　　日

完 了 検 査 年 月 日 平成　　年　　月　　日

契　約　相　手　方
　住　所　氏　名

管 理 技 術 者 氏 名 (注1)

担 当 技 術 者 氏 名 (注1)

総 括 監 督（調査）員
　所 属 ・ 氏 名

印

目的と内容の理解

的確な履行

主 任 監 督（調査）員
　所 属 ・ 氏 名

印

完 了 検 査 官
　所 属 ・ 氏 名

印

①小計(注3)

業務目的の達成度

管理技術力

業務実施体制の的確性

打ち合わせの理解度

指揮系統の迅速性、確実性

専門技術力

担当技術者
評定
(注2)

⑤その他　（　　　　　　　　　　　　）

総合評定点＝①＋②＋③＋④＋⑤

　注）１．管理技術者及び担当技術者が複数名配置されている場合は、全て記載する。

　　　２．各評価項目の「業務評定」「管理技術者評定」「担当技術者評定」は、小数第二位を四捨五入して表示している。

②業務執行に係る過失に伴う減点

③事故等による減点

④瑕疵修補又は損害賠償による減点

取組姿勢 責任感、積極性、発注者側の視点

-

-

-

　　　３．①小計は、小数第一位を四捨五入し整数とする。

評　価　項　目
主任監
督員等
評定点

総括監
督員等
評定点

完了
検査官
評定点

業務評定
管理技術者評定

(注2)
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別記様式第２ 

国○整○○第 号 

平成 年 月 日 

契約の相手方 

 所在地 

 商号又は名称 

  代表者氏名   殿 

国土交通省○○地方整備局長 

 ○○ ○○  印 

又は 国土交通省○○地方整備局 

 ○○事務所長 

 ○○ ○○  印 

委託業務等成績評定通知書 

 

 貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評

定した結果を通知します。 

 なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、こ

の書面の通知を受けた日から起算して 14 日（「休日」を含む）以内に書面により、

説明を求めることができます。 

 疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。 

 なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです。 

記 

１．業委託業務等     ○○業務 

２．履行期間      平成○年○月○日～平成○年○月○日 

３．完了検査年月日   平成○年○月○日 

４．評定点       別表のとおり 

５．送付先 

  （本官の場合） 〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

          国土交通省○○地方整備局 技術調整管理官又は工事品質調整官宛 

          ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○（代） 内線○○○○ 

  （分任官の場合）〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

          国土交通省○○地方整備局○○工事事務所 技術担当副所長○○○宛 

          ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○（代） 内線○○○○ 

６．手続き等の問い合わせ先 

  （本官の場合） 〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

          国土交通省○○地方整備局 企画部 技術管理課 ○○係 

          ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○（代） 内線○○○○ 

  （分任官の場合）〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

          国土交通省○○地方整備局○○工事事務所○○（担当）課○○係 

          ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○（代） 内線○○○○ 
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別表①

点／ 点 点／ 点 点／ 点 ―

点／ 点 点／ 点 点／ 点 ―

概略設計
予備設計

点／ 点 点／ 点 点／ 点 ―

詳細設計 点／ 点 点／ 点 点／ 点 ―

点／ 点 点／ 点 点／ 点 ―

点／ 点 点／ 点 ― ―

点／ 点 点／ 点 ― 点／ 点

点／ 点 点／ 点 ― ―

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 点／ 点 点／ 点 点／ 点 ―

取組姿勢 点／ 点 点／ 点 点／ 点 ―

点／ 点 点／ 点 点／ 点 点／

点 点 点 点

／ 100点 ／ 100点 ／ 100点 ／ 100点

点

点

点

点

点事故等による減点

評定点の小計（注４）

総合評定点（注４）

　　　４．評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。

　注）１．各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。

　　　３．「施工時への配慮」及び「コスト把握能力」は、設計業務のみ評定の対象とする。

点

業務執行に係る過失に伴う減点 点

その他（　　　　　　　　　　） 点

項  目  別  評  定  点

評価項目 評価の視点

専門技術力

提　案　力
改　善　力

業務執行技術力

施工時へ
の配慮

（注３）

コスト把握能力
（注３）

技術者評定

業務評定
（評定点／満点）

管理技術者
主任技術者

（注１・２）
（評定点／満点）

担当技術者
（評定点／満点）

（注１）

照査技術者
（評定点／満点）

（注１）

迅　速　性
弾　力　性
調 整 能 力

管理技術力

工程管理能力

品質管理能力

説  明  力
協　調　性

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ力

責　任　感
積　極　性
倫　理　観

成　果　品　の　品　質

点瑕疵修補又は損害賠償による減点

点／ 点

点点

点 点

点／点点／

点点

      ２．測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。

点 点

点

点／

点
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別表②　

点 / 点 点 / 点

点 / 点 点 / 点

点 / 点 点 / 点

点 / 点

点 / 点

点 / 点

点 / 点 点 / 点

点 / 100 点 点 / 100 点

注）評定点の小計は、小数第一位を四捨五入し整数とする。

－

－

点 ／ 100点

業務名：

担当技術者

 点

 点

 点

 点

点 ／ 100点

－

総合評価点

取組姿勢
責任感、積極性、発注者側の

視点

評定点の小計　(注)

業務執行に係る過失に伴う減点

事故等による減点

管
理
技
術
力

業務実施体制の的確性

打ち合わせの理解度

指揮系統の迅速性、確実性

瑕疵修補又は損害賠償による減点

その他 (                      )

業務評定・管理技術者

項　目　別　評　定　点

専
門
技
術
力

目的と内容の理解

的確な履行

業務目的の達成度
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別記様式第３ 
国○整○○第 号 

平成 年 月 日 

契約の相手方 

 所在地 

 商号又は名称 

  代表者氏名   殿 

国土交通省○○地方整備局長 

 ○○ ○○  印 

又は 国土交通省○○地方整備局 

 ○○事務所長 

 ○○ ○○  印 

委託業務等成績評定に係る説明書（回答） 

 

 平成  年  月  日付けで貴社から説明を求められた評定内容について、下

記のとおり回答します。 

 本説明書に疑問があるときは、当職（注：事務所長からの場合は、「○○地方整

備局長」と記載する）に対してその疑問の旨を付して、この書面の回答を受けた日

から起算して 14 日（「休日」を含む）以内に書面により、再説明を求めることがで

きます。 

 なお、再説明は○○地方整備局に設けられた委託業務等成績評定審査委員会の審

議を経た上で行います。 

 疑問の旨に対する再説明は、書面により郵送いたします。 

 また、再説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先

は下記のとおりです。 

記 

１．委託業務等名       ○○業務 

２．疑問に対する回答 

 

 

 

３．送付先 

          〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

          国土交通省○○地方整備局 技術調整管理官又は工事品質調整官宛 

          ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○（代） 内線○○○○ 

４．手続き等の問い合わせ先 

          〒○○○－○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ 

          国土交通省○○地方整備局 企画部 技術管理課 ○○係 

          ＴＥＬ○○○－○○○○－○○○○（代） 内線○○○○ 
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別記様式第４ 

国○整○○第 号 

平成 年 月 日 

契約の相手方 

 所在地 

 商号又は名称 

  代表者氏名   殿 

 

国土交通省○○地方整備局長 

 ○○ ○○  印 

 

委託業務等成績評定に係る再説明書（回答） 

 

 

 平成  年  月  日付けで貴社から再説明を求められた評定内容について、

下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 

１．委託業務等名       ○○業務 

 

２．疑問に対する回答 
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事 務 連 絡

平成２３年３月１０日

本局各部各課長

各事務所（管理所）長 殿

企画部技術調整管理官

設計業務等における成果の品質向上に向けた取り組みについて

設計業務は、事業の上流に位置しており、その成果の品質が事業に与える影響

は大きい。しかし、設計業務成果に不備があることが施工段階において発見され

るなど、近年、その品質低下が懸念されている。

このため、設計成果の品質向上に向けて、受発注者の情報共有、コミュニケー

ションの改善を図り、業務の各プロセスにおける品質向上に向けた改善策を実施

し、それぞれの立場に求められる役割を適切に果たしていくことが重要であると

の観点から、下記のとおり運用（案）を定めたので、適切に運用されたい。

尚、本運用は設計以外の業務について必要に応じ適用することができるものとする。

１．運用開始時期

平成２３年４月以降に入札手続きを開始する設計業務等

２．運用（案）

別紙「設計業務成果の品質向上に向けた取り組み運用（案）」

３．問合せ先

・技術管理課 課長補佐 兵藤 （ M85-3312 ）

工事品質確保係 田中 国枝 （ M85-3341 ・ 3342 ）

1
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別 紙

設計業務成果の品質向上に向けた取り組み運用（案）

１．基本的な考え方
（１）業務の内容に応じて以下の①～⑤の取り組みを実施するものとする。

①適正工期の設定 ②合同現地調査 ③設計審査会
④現場監督員の参画 ⑤業務進捗状況共有

尚、詳細な取組み方法は別添：「改善策シート」を参考に事務所等の実情に
応じて適宜設定されたい。

（２）上記①適正工期の設定については、品質向上の観点より特に重要であるこ
とから原則として全ての業務において適正工期の確保に努められたい。

（３）上記②～⑤の取組みについては業務内容等を充分に考慮し適切な組合せや一
連（パッケージ）での取り組み等を選定するものとする。

（４）上記②⑤については特記仕様書に実施する旨を記載するとともに、②③につ
いては、費用を計上するものとする。

２．留意事項
①適切工期設定

業務等の履行期間の設定にあたっては、「設計業務等標準積算基準書（参考資料）
１－２履行期間の算定」に記載の履行期間を最低限確保するとともに十分な照査時
間を考慮し設定するものとする。

また、工期末の設定についても特別な理由が無い限り２月末迄とするなど年度末
への集中を避け平準化に努めること。

②合同現地調査
現地の詳細状況や制約条件等を設計等に反映させるため、関係者が一同に会し合

同で現地調査を実施する。
特記仕様書への記載内容及び積算の計上方法は以下のとおりとする。

○特記仕様書への記載例

第○条 合同現地調査の実施
発注者及び受注者は、合同で現地調査を実施するものとする。合同現地調査

において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、受発注者間で相互
に確認するものとする。
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○積算方法

合同現地踏査は通常の設計（打合せ）協議と考えられるため、設計業務等標準
積算基準書（参考資料）第１編第２章第１節１－４「設計（打合せ）協議」に
基づき積算を行うこと。
なお、現地までの旅費交通費についても適正に計上するものとする。

③設計審査会
設計作業の主要な区切り等の打合せ時に、発注者側の関係者が一同に参加し判断

や確認をすることにより、作業手戻り防止と業務の効率化を図る。

○積算方法

設計審査会は通常の設計（打合せ）協議と考えられるため、設計業務等標準
積算基準書（参考資料）第１編第２章第１節１－４「設計（打合せ）協議」に
基づき積算を行うこと。

④現場監督員の参画
工事監督職員等が設計打合せに参画し現地状況、施工の実現性などの点から指導

助言を行い設計に反映させる。
なお、工事監督職員等の参画頻度等は各事務所の体制など実情に応じて適宜設定

するものとする。

⑤業務進捗状況共有
受発注者が共通シートで工程・作業の状況等を共有し、円滑な業務実施ができるよ

うに、実施するものである。
様式については、別紙業務工程管理を参考にし、業務毎に合った様式に作り替える

など、受発注者間で工夫し、実施されたい。

○特記仕様書への記載例

第○条 業務工程管理表
受注者は、契約締結後「 」日以内に業務工程管理表を作成し、記載内容

等に関し発注者の承諾を得るものとする。
また、受発注者は、業務工程管理表を随時更新し、業務進捗状況の共有に努め
るものとする。

業務工程管理表は打合せ記録簿提出時及び成果物の提出時に、打合せ記録
簿若しくは成果物と共に発注者に提出するものとする。

注：「 」の部分には、原則として業務計画書の提出期限である「１５」と記入する。

ただし、業務の状況に応じて適宜変更すること。
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建設コンサルタント業務等の改訂に関する情報は、以下をご覧下さい

中部地方整備局ホームページ
中部地方整備局トップページの【お知らせ】にある以下の項目をク

リック。
《建設コンサルタント業務における入札・契約手続き等の改訂について》

http://www.cbr.mlit.go.jp/contract/sokuryou/index.htm

ガイドライン等の契約手続に関するお問い合わせは、４月２２日
（金）１６：００までにメールにて、下記までお問い合わせ下さい。
メールでのお問い合わせの際に、別紙様式をご使用下さい。
また、メールの件名には「業務等の改訂について」と記載して下さい。
なお、お電話での問い合わせには、お答えすることは出来ません。

建設コンサルタント業務等の改訂に関する問い合わせ先

中部地方整備局企画部 技術管理課 担当：兵藤、田中、国枝
電 話 ０５２ー９５３ー８１３１
メール gikanmado@cbr.mlit.go.jp
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問い合わせ様式 ※メール件名に「業務等の改訂について」と記載下さい。

●企業名

●質問者氏名

●連絡先 電話 ：

メール：

〈問い合わせ内容〉

例）資料－○ P.○○ ○○○○業務について質問。

・・・・・・

注）問い合わせ及び質問については、この様式にてメールでお送り下さい。この
様式は、４月１５日以降に説明会資料とともに下記 URL にて掲載いたしますので、
様式をダウンロードしてご使用下さい。

中部地方整備局＞公開情報＞入札・契約情報＞測量・建設コンサルタント業務等
URL http://www.cbr.mlit.go.jp/contract/sokuryou/index.htm
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資料－４の「建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きに関するガイドライン」

は、ホームページに掲載されているものと同じものですので、掲載されているものをご覧

下さい。
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